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▼対象（全てに該当）
①申請および補助決定前に着工・着手していない
②対象住宅が過去にこの資金補助を受けていない
③市内の施工・設計業者に発注する
④市内の対象住宅に居住している
※共同住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅については
　居住部分のみ
⑤工事・設計費が税抜き 20 万円以上である
⑥令和 5年 2月 28 日までに完了する
⑦市税または市の各種資金貸付制度の未納がない
⑧市のほかの助成制度による補助対象工事でない
⑨下記の対象工事・設計に該当
▼対象工事・設計
・改築工事／住宅の全部または一部を取り壊し、改め
　て住宅部分を建築する工事
・増築工事／住宅部分の床面積を増加させる工事
・修繕・模様替え／屋根や外壁の塗り替え、フローリ
　ングや壁紙の張替えなど

・設備工事／台所、浴室、洗面所、給湯器、便器など
・公共下水道への接続工事／宅内の浄化槽を取りやめ

公共下水道へ接続する工事
・設計業務／上記の工事を行うための調査・設計業務
※単に外構工事やルームエアコンの設置は対象外。　
※耐震診断・耐震補強工事には、別の補助制度あり。　
▼補助額
工事および設計費（税抜き）の 5％相当額（上限 10 万円）
※ 1,000 円未満切捨て（予算の範囲内）。
▼申込方法
　申請書と見積書のコピーを持参の上、窓口へ
受付　4月 18 日（月)から 4月 22 日（金）までの午前 8
　時 30 分～午後 5時 15 分
※受付期間に予算を超える申込みがあった場合には抽
　選を行います（先着順ではありません）。
※予算に余りが出た場合、上記期間以降も受付を継続
　します。
問合せ　建築指導課☎ (43)1111 内線 572・ (43)1123

住宅リフォーム費用の一部補助（前期）
申請は着工・着手前に

しましょう！
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住宅用太陽光発電システム設置補助

※交付決定前に着工・着手したものは対象外です。

▼対象（全てに該当）
①市内にある住宅（共同住宅の場合は専有部分）に居住 
　または居住しようとする住宅に、初めて太陽光発電
　システムを設置する人
※店舗併用住宅は、住宅部分の床面積が延べ床面積の
　2分の 1以上。
② 4 月 1 日以降に工事契約を締結し、令和 5 年 2 月 28
　日までに工事が完了
③市税などの未納がないこと
④対象住宅および敷地が建築基準法や都市計画法など
　の関係法令に違反がない
⑤対象工事が市の他の助成制度による補助工事以外
▼補助額
太陽光発電システム 1kw あたり 20,000 円
※上限 80,000 円。

▼申込方法
着工前に申請書と下記添付書類を持参の上、窓口へ
※郵送不可
受付　5月 17 日（火）午前 8時 30 分から（先着順）
○添付書類
①工事の内訳が明記されている工事請負契約書または
　見積書の写し
②設置工事着手前の現況写真 (撮影日記載のもの )
③設置する場所の略図
④発電システムの形状、規格などを示すカタログなど
⑤ 市税などの未納がないことを証する書類
※代理人による提出は可能ですが、交付申請書は必ず
　申請者（設置者）本人が記入してください。

問合せ　環境課☎（48)0331

■環境基本計画に掲げる「重点目標」の取組状況（全 90 項目のうち一部抜粋）

幸手市環境基本計画（平成16年度策定）の取組状況

■幸手市の温室効果ガス排出量

協働の取組指標 担当課 達成度 取組状況

行政のグリーン購
入を拡充します 契約管財課 実施 事務用消耗品について、可能な限りグリーン購入法で認定済物品を

購入。

全ての学校 ･ 保育
所で、地元で作る
安全な農作物が食
べられるようにし
ます

総 務 課
こども支援課 実施

 【総務課】
  市内小・中学校全校で幸手産米を使用。
  小学校 3校、中学校 2校で地産地消研究会と契約し野菜を購入。
 【こども支援課】
  地元産野菜を地産地消研究会より購入し、全市立保育所で使用。

公共工事における
再生資材利用を拡
充します

都市計画課
まちづくり事業課
道路河川課
水道管理課

実施

 【都市計画課】
  園路の舗装や路盤材に再生資源を使用。
 【まちづくり事業課・道路河川課】
  再生資材 (資源 )を利用。
 【水道管理課】
  アスファルト合材や路盤材に再生資源を使用。

市街地の緑視率約
30％を確保します 商工観光課 実施 「さくらの保全に関する要綱」の規定に基づき、一定の基準を超える

さくらの所有者に対し、保存樹木奨励金を交付（令和 2年度：9本）。
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◆第 3次幸手市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】
　幸手市役所の事務事業から排出される温室効果ガ
スの排出量を、平成 29 年度を基準年として令和 5 年
度までに 6％削減することを目標としています。
◆令和 2年度の温室効果ガスの排出量
　基準年と比較して約 4.82％増加
◆主な要因
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、扉や窓を
　開放して換気を行いながらのエアコン使用により、
　電気、都市ガス、液化石油ガスなどの燃料消費が増
　大したこと
・令和 2年度は小中学校の夏季休業が短縮され、小中
　学校の7、　8月の授業日が増えたことで例年よりも
　エアコンの使用時間が長くなったこと

　幸手市環境基本計画では、50 年後の将来を目安とした幸手の望ましい姿
を「幸手の環境像」として掲げています。「幸手の環境像」に近づくための「重
点目標」について、令和 2年度末時点における取組状況をお知らせします。

問合せ　環境課☎（48)0331・（48)2226

【温室効果ガス排出量の推移（小数点以下切捨て)】

　市民が住宅をリフォームする場合に、その費用の一部を補助します。


